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平成 25年第 1回栗山町議会臨時会および、第

2回栗山町議会定例会において次の議案が審議

されました。　　　　　

議会の動き

　
■
平
成
25
年
第
１
回
臨
時
会

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
８
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
５
５
２
２
万

９
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を

75
億
１
９
５
万
円
と
す
る
も
の

で
、
主
な
内
容
は
、
除
雪
対
策

費
な
ど
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
１
１
９
万

５
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を

13
億
１
３
５
０
万
円
と
す
る
も

の
で
、
介
護
予
防
住
宅
改
修
費

の
給
付
見
込
額
の
増
加
な
ど
に

伴
う
補
正
で
す
。

■
平
成
25
年
第
２
回
定
例
会

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
９
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
１
億

６
６
７
８
万
１
千
円
を
追
加

し
、
総
額
を
76
億
６
８
７
３
万

１
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な

内
容
は
、
農
業
体
質
強
化
基
盤

整
備
促
進
事
業
な
ど
に
係
る
補

正
で
す
。

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

４
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
７
１
５
７
万

６
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を

19
億
１
３
９
万
７
千
円
と
す
る

も
の
で
、
主
な
内
容
は
、
保
険

給
付
費
支
払
準
備
基
金
積
立
金

な
ど
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
平
成
24
年
度
北
海
道
介
護
福
祉

学
校
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

４
号
）

歳
入
歳
出
予
算
か
ら
１
５
０
万

９
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を

１
億
３
８
０
７
万
１
千
円
と
す

る
も
の
で
、
旧
別
館
解
体
等
工

事
な
ど
の
減
額
に
伴
う
補
正
で

す
。

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

歳
入
歳
出
予
算
か
ら
１
４
０
９

万
７
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を

12
億
９
９
４
０
万
３
千
円
と
す

る
も
の
で
、
保
険
給
付
費
な
ど

の
実
績
に
伴
う
補
正
で
す
。

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

収
益
的
収
入
に
１
３
０
０
万
を

追
加
し
、
総
額
を
４
億
６
３
９

万
８
千
円
、
資
本
的
収
入
か
ら

４
７
７
０
万
１
千
円
を
減
額

し
、
総
額
を
１
２
８
４
万
８
千

円
、
資
本
的
支
出
か
ら

１
３
０
０
万
円
を
減
額
し
、
総

額
を
２
億
４
９
７
９
万
円
と
す

る
も
の
で
す
。

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
下
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

収
益
的
収
入
に
３
５
０
３
万

４
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を

▼
栗
山
町
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
本
部
条
例

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法
が
公
布
さ
れ
、
本

町
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
本
部
に
関
し
、
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
等
に
関
す
る
条
例

▼
栗
山
町
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
等
に

関
す
る
条
例

▼
栗
山
町
道
路
構
造
の
技
術
的
基

準
及
び
道
路
標
識
の
寸
法
に
関

す
る
条
例

▼
栗
山
町
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
必

要
な
道
路
の
構
造
の
基
準
に
関

す
る
条
例

▼
栗
山
町
準
用
河
川
管
理
施
設
等

の
構
造
の
技
術
的
基
準
に
関
す

る
条
例

▼
栗
山
町
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
必

要
な
特
定
公
園
施
設
の
設
置
の

基
準
に
関
す
る
条
例

▼
栗
山
町
公
営
住
宅
等
の
整
備
の

基
準
に
関
す
る
条
例

▼
栗
山
町
廃
棄
物
の
減
量
及
び
処

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

議

案

５
億
６
４
４
万
４
千
円
、
収

益
的
支
出
か
ら
６
１
０
万
円

を
減
額
し
、
総
額
を
７
億

４
６
４
万
７
千
円
、
資
本
的

収
入
か
ら
７
３
６
８
万
２
千

円
を
減
額
し
、
総
額
を
２
億

９
４
１
５
万
２
千
円
、
資
本

的
支
出
か
ら
１
３
０
万
円

を
減
額
し
、
総
額
を
５
億

７
４
９
８
万
４
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

▼
栗
山
町
第
５
次
総
合
計
画
の
一

部
変
更
に
つ
い
て

平
成
25
年
度
予
算
に
係
る
主
要

事
業
追
加
17
件
、
事
業
期
間
の

変
更
14
件
、
名
称
変
更
１
件
、

名
称
お
よ
び
事
業
期
間
の
変
更

１
件
で
す
。

▼
平
成
25
年
度
栗
山
町
一
般
会
計

予
算
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
予
算
、
北
海
道
介
護
福
祉
学

校
特
別
会
計
予
算
、
介
護
保
険

特
別
会
計
予
算
、
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
予
算
、
水
道
事

業
会
計
予
算
、
下
水
道
事
業
会

計
予
算

以
上
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年

度
各
会
計
予
算
審
査
特
別
委
員

会
で
審
議
さ
れ
、
本
会
議
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

▼
栗
山
町
債
権
管
理
に
関
す
る
条
例

町
が
保
有
す
る
債
権
管
理
に
関

す
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
を
定
め
、
債
権
管
理
の

適
正
化
を
図
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
自
治
基
本
条
例
（
自
治

基
本
条
例
等
審
査
特
別
委
員
会

審
査
報
告
）

▼
栗
山
町
総
合
計
画
の
策
定
と
運

用
に
関
す
る
条
例
（
自
治
基
本

条
例
等
審
査
特
別
委
員
会
審
査

報
告
）

以
上
2
件
は
、
平
成
24
年
12
月

定
例
会
で
提
案
さ
れ
、
自
治
基

本
条
例
等
審
査
特
別
委
員
会
で

審
議
さ
れ
、
本
議
会
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▼
栗
山
町
景
観
条
例
（
産
業
福
祉

常
任
委
員
会
審
査
報
告
）

平
成
24
年
12
月
定
例
会
で
提
案

さ
れ
た
本
条
例
案
は
、
産
業
福

祉
常
任
委
員
会
で
審
議
さ
れ
、

本
議
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▼
栗
山
町
立
学
校
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
学
校
統

合
調
査
特
別
委
員
会
審
査
報
告
）

平
成
24
年
12
月
定
例
会
で
提
案
さ

れ
た
本
条
例
案
は
、
学
校
統
合
調

査
特
別
委
員
会
で
審
議
さ
れ
、
本

議
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▼
栗
山
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

議
会
広
報
の
よ
り
一
層
の
充
実

と
、
既
存
の
広
聴
活
動
の
さ
ら

な
る
強
化
を
図
る
た
め
、
広
報

広
聴
常
任
委
員
会
を
新
た
に
設

置
し
ま
す
。

▼
平
成
24
年
度
栗
山
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
10
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
１
億

９
８
２
０
万
円
を
追
加
し
、
総

額
を
78
億
６
６
９
３
万
１
千
円

と
す
る
も
の
で
、
公
営
住
宅
建

設
事
業
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
平
成
25
年
度
栗
山
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

歳
入
歳
出
予
算
か
ら
２
億
20
万

円
を
減
額
し
、
総
額
を
74
億

４
０
８
０
万
円
と
す
る
も
の
で
、

主
な
内
容
は
、
公
営
住
宅
建
設

事
業
の
減
額
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
平
成
25
年
度
栗
山
町
土
地
開
発

公
社
予
算
の
報
告
に
つ
い
て

▼
平
成
25
年
度
一
般
財
団
法
人
栗

山
町
農
業
振
興
公
社
事
業
計
画

の
報
告
に
つ
い
て

▼
平
成
25
年
度
地
方
財
政
対
策
に

関
す
る
意
見
書

▼
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ

Ｐ
Ｐ
）
へ
の
交
渉
参
加
に
関
す

る
意
見
書

▼
「
治
安
維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠

償
法
（
仮
称
）」
の
制
定
を
求

め
る
意
見
書

本
件
は
可
決
さ
れ
、
関
係
省
庁

へ
提
出
さ
れ
ま
す
。

正
す
る
条
例

▼
栗
山
町
公
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

▼
栗
山
町
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

▼
栗
山
町
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

以
上
の
条
例
に
つ
い
て
は
、
地

域
主
権
一
括
法
施
行
に
伴
い
、

条
例
委
任
さ
れ
た
各
種
基
準
を

定
め
る
も
の
で
す
。

▼
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及

び
栗
山
町
職
員
の
通
勤
手
当
支

給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

職
員
給
与
の
削
減
項
目
の
う

ち
、
住
居
手
当
、
管
理
職
手
当
、

通
勤
手
当
の
削
減
期
間
を
１
年

間
延
長
し
、
期
末
手
当
に
係
る

役
職
加
算
の
凍
結
も
、
３
年
間

延
長
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
地
域
生
活
支
援
事
業
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

障
害
者
自
立
支
援
法
の
題
名
が

変
更
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
本

条
例
で
引
用
し
て
い
る
法
律
の

題
名
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
高
齢
者
介
護
福
祉
金
支

給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

高
齢
者
介
護
福
祉
金
の
支
給
に

つ
い
て
、
福
祉
の
公
平
性
な
ど

の
観
点
か
ら
、
支
給
要
件
の
見

直
し
の
た
め
、
本
条
例
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
道
路
占
用
料
徴
収
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

太
陽
光
発
電
設
備
な
ど
を
占
用

許
可
対
象
物
件
と
し
て
加
え
る

と
と
も
に
、
占
用
料
の
改
正
に

伴
い
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

▼
栗
山
町
立
保
育
所
設
置
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

町
立
継
立
保
育
所
の
民
営
化
に

伴
い
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で

す
。
本
条
例
案
は
、
産
業
福
祉
常

任
委
員
会
へ
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

▼
栗
山
町
子
育
て
支
援
基
金
条
例

を
廃
止
す
る
条
例

国
の
「
住
民
生
活
に
光
を
注
ぐ

交
付
金
」
を
基
金
化
し
た
も
の

で
、
平
成
24
年
度
中
に
全
額
を

取
り
崩
す
必
要
が
あ
り
、
利
息

を
含
む
基
金
全
額
を
事
業
に
充

当
す
る
こ
と
か
ら
本
条
例
を
廃

止
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
難
病
患
者
等
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
派
遣
事
業
条
例
を
廃
止

す
る
条
例

障
害
者
自
立
支
援
法
に
お
け
る

障
害
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、

難
病
患
者
な
ど
が
加
え
ら
れ
、

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
可

能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
条
例

を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て

任
期
満
了
に
伴
い
坂
口
由
紀
子

氏
（
北
学
田
）
が
新
任
さ
れ
ま

し
た
。

意
見
書

報

告



区　　分 平成 25 年度 平成 24 年度 増減額 対前年比

一　般　会　計 76 億 4,100 万円 72 億 4,600 万円 3 億 9,500 万円 5.5％

特別

会計

国民健康保険特別会計 18 億 4,426 万円 18 億　591 万円 3,835 万円 2.1％

北海道介護福祉学校特別会計 1 億 4,043 万円 1 億 3,787 万円 256 万円 1.9％

介護保険特別会計 13 億 1,632 万円 13 億　450 万円 1,182 万円 0.9％

後期高齢者医療特別会計 1 億 7,754 万円 1 億 8,428 万円 ▲ 674 万円 ▲ 3.7％

企業

会計

水道事業会計 8 億　464 万円 6 億 3,513 万円 1 億 6,951 万円 26.7％

下水道事業会計 11 億 7,553 万円 12 億 8,703 万円 ▲ 1 億 1,150 万円 ▲ 8.7％

合　　計 130 億 9,972 万円 126 億　  72 万円 4 億 9,900 万円 4.0％

財
政
情
報
の
発
信
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
た
め
・
・

分
か
り
や
す
く
的
確
な
財
政
情
報
を
発
信
す
る
た
め
・
・

　
　

を
発
行
し
ま
す

【第２期財政モニターの業務】
◆任　　期：６月上旬～平成２６年３月末まで
◆業務内容：

定期財政情報「知っておきたいまちの予算」および「予
算説明書」など、財政情報の発信に対してのご意見をい
ただきます。

◆応募資格
○一般モニター：町内居住の満 18 歳以上の方

（議会議員および公務員の方は除きます）
○学生モニター：町内居住の中学生および高校生

◆募集人員：一般モニター５人、学生モニター６人
◆募集期間：４月２６日㈮まで
◆謝　　礼：３，０００円相当のくりやまギフトカード

（学生モニターは図書券）
◆応募方法：

所定の申込書に必要事項を記入し、下記の申込先まで郵
送またはＦＡＸ、電子メールにて提出ください。

（申込書は町ホームページでダウンロードできます）
◆決定方法：選考により決定後、本人へ通知します。
◆そ の 他：申込書は返却いたしません。

◆問い合わせ・申込先
町経営企画課行政経営グループ
TEL：73-7503　　  FAX：72-3179
E-mail：gyouseikeiei-g@town.kuriyama.hokkaido.jp

「
知
っ
て
お
き
た
い
ま
ち
の
予
算
」

１３１

18

【問い合わせ】
　町経営企画課
　行政経営グループ
　☎ 73-7503

vol.12
◆
予
算
の
ポ
イ
ン
ト

今
年
度
の
予
算
は
、
大
き
く
４

つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
重
視
し
た
予
算

配
分
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
第
５
次
総
合
計
画
の
目
標
実
現

に
向
け
、
取
り
組
み
を
強
化
・

加
速
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に
、

計
画
に
基
づ
く
主
要
施
策
を
着

実
に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
重

点
的
に
予
算
を
配
分

②
事
業
内
容
や
効
果
的
な
手
法
な

ど
、
政
策
の
質
を
さ
ら
に
向
上

さ
せ
る
た
め
、
政
策
評
価
の
結

果
を
確
実
に
予
算
へ
反
映

③
行
財
政
運
営
の
一
層
の
効
率
化

を
図
る
た
め
、
行
財
政
改
革
の

指
針
で
あ
る
「
が
ん
ば
る
栗
山

プ
ラ
ン
21
」
に
基
づ
く
改
革
プ

ラ
ン
を
着
実
に
予
算
へ
反
映

④
平
成
24
年
度
の
予
算
執
行
状

況
、
今
後
の
見
込
み
な
ど
を
基

に
、
適
正
か
つ
効
率
的
に
予
算

を
配
分

平
成
２５
年
度
予
算
の
概
要

各会計予算の概要

19

今
年
度
か
ら
の
新
た
な
取
り
組

み
と
し
て
、「
平
成
25
年
度
予
算

説
明
書
」
を
町
内
全
家
庭
へ
配
付

い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ

き
、
皆
さ
ん
の
税
金
が
ど
の
よ
う

に
使
わ
れ
、
町
の
財
政
を
運
営
し

て
い
る
の
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
冊
子
の
中
に
は
予
算
説
明

書
に
対
す
る
意
見
募
集
用
紙
を
折

り
込
み
し
て
い
ま
す
。
次
年
度
に

向
け
て
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、ご
感
想
や
ご
意
見
、

ご
質
問
な
ど
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

【
主
な
掲
載
内
容
】

１
．
予
算
の
仕
組
み

予
算
や
決
算
な
ど
の
財
政
に
関

す
る
基
礎
知
識
、
平
成
25
年
度
予

算
の
編
成
に
伴
う
ポ
イ
ン
ト
を
ま

と
め
て
い
ま
す
。

２
．
ま
ち
の
全
体
予
算

一
般
会
計
の
ほ
か
特
別
会
計
、

企
業
会
計
を
合
計
し
た
、
ま
ち
の

予
算
総
額
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

３
．
一
般
会
計
予
算

一
般
会
計
に
お
け
る
歳
入
予
算

お
よ
び
歳
出
予
算
の
構
成
と
概
要

に
つ
い
て
の
詳
細
を
ま
と
め
て
い

ま
す
。

４
．
特
別
会
計
・
企
業
会
計
予
算

特
別
会
計
、
企
業
会
計
に
お
け

る
歳
入
・
歳
出
予
算
の
構
成
と
概

要
に
つ
い
て
の
詳
細
を
ま
と
め
て

い
ま
す
。

５
．
第
５
次
総
合
計
画
に
基
づ
く

今
年
の
主
要
事
業

第
５
次
総
合
計
画
に
基
づ
く
分

野
別
予
算
の
概
要
の
ほ
か
、
平
成

25
年
度
に
実
施
す
る
主
な
事
業
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

（
資
料
）　

ま
ち
の
財
政
状
況

歳
入
・
歳
出
決
算
の
推
移
、
家

計
簿
で
見
る
ま
ち
の
決
算
、
預
金

と
借
金
の
状
況
、
指
標
か
ら
見
る

ま
ち
の
財
政
状
況
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
視
点
か
ら
、
ま
ち
の
現
状
を

ま
と
め
て
い
ま
す
。

第２期　財政モニター
を募集します

もっと分かりやすく・・・
　こういう情報が不足している・・・
　　どういうしくみなのか・・・

皆さんの率直なご意見をお聞かせください

◆
昨
年
比
３
億
９
５
０
０
万
円
増

平
成
25
年
度
の
町
全
体
の
予
算

総
額
は
、
１
３
０
億
９
９
７
２
万

円
で
、
昨
年
度
と
比
較
し
４
億

９
９
０
０
万
円
の
増
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
う
ち
、
町
の
一
番
大
き

な
会
計
で
、
福
祉
、
教
育
、
産
業

な
ど
幅
広
い
事
業
を
行
う
一
般

会
計
は
、
76
億
４
１
０
０
万
円

で
、
昨
年
度
と
比
較
し
、
３
億

９
５
０
０
万
円
の
増
と
な
り
ま
し

た
。

平
成
25
年
第
２
回
栗
山
町
議
会

定
例
会
で
平
成
25
年
度
予
算
が
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

町
は
こ
の
予
算
の
基
づ
き
、
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

予
算
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
、「
知
っ
て
お
き
た
い
ま
ち
の

予
算
（
平
成
25
年
度
予
算
説
明

書
）」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

総
額
　
　
　
億
円
を
投
資

総
額
　
　
　
億
円
を
投
資

１３１

栗
山
の
安
定
と
充
実
を
図
る
た
め

「
知
っ
て
お
き
た
い
ま
ち
の
予
算
」



３
月
号
で
「
滞
納
処
分
の
強
化
」
を
お
知

ら
せ
し
た
と
こ
ろ
、
お
問
い
合
わ
せ
が
多
く

あ
り
ま
し
た
の
で
、
今
月
号
で
は
「
滞
納
処

分
の
流
れ
」
を
詳
し
く
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

■
税
金
は
支
払
い
や
す
く
す
る
た
め
納の

う
き期
を

を
分
け
て
い
ま
す

税
金
を
一
度
で
納
付
す
る
の
は
大
変
で
す

の
で
、
固
定
資
産
税
は
５
月
か
ら
奇
数
月
４

回
で
、町
民
税
は
６
月
か
ら
偶
数
月
４
回
で
、

国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
は
７
月
か
ら
毎
月
の
８
回

に
分
け
て
お
支
払
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
支
払
期
間
を
納
期
と
呼
び
、
そ
の

支
払
い
期
限
を
納の

う
き
げ
ん

期
限
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

■
督と

く
そ
く
じ
ょ
う

促
状
が
滞
納
処
分
の
ス
タ
ー
ト
で
す

税
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
い
と
、
納

期
限
か
ら
10
日
前
後
で
、
①
督
促
状
（
兼
予

告
書
）
と
い
う
ハ
ガ
キ
が
届
き
ま
す
。
納
期

限
か
ら
20
日
を
超
え
る
と
、
予
告
書
で
は
な

く
な
り
督
促
状
と
な
り
ま
す
。
こ
の
督
促
状

が
全
て
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、
法
律
上
、
滞

納
処
分
の
必
要
条
件
と
な
り
ま
す
。

単
な
る
納
め
忘
れ
な
ど
、
多
く
の
方
が

こ
の
時
点
で
納
付

さ
れ
ま
す
。
ち
な

み
に
、
督
促
状
と

な
っ
た
時
点
で
督

促
手
数
料
１
０
０

円
が
税
金
に
加
算

さ
れ
ま
す
。

■
催さ
い
こ
く
し
ょ

告
書
の
送
付
と
戸
別
訪
問

①
督
促
状
の
発
送
に
よ
っ
て
も
納
め
て
い

た
だ
け
な
い
方
に
は
、
②
文
書
に
よ
る
催
告

や
、
③
臨り

ん
こ戸
と
呼
ば
れ
る
戸
別
訪
問
を
実
施

し
ま
す
。

町
で
は
②
の
催
告
書
を
例
年
７
月
、
10

月
、
１
月
、
３
月
に
発
送
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
件
数
は
平
成
24
年
度
実
績
で
７
月

（
３
５
３
件
）、
10
月
（
３
３
０
件
）、
１
月

（
２
３
９
件
）、
３
月
（
１
５
０
件
）
で
、
昨

年
に
比
べ
９
％
程
度
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

時
点
で
、対
象
者
か
ら
連
絡
や
相
談
が
あ
り
、

遅
れ
つ
つ
も
納
付
に
つ
な
が
る
方
が
多
い
状

況
で
す
。

催
告
書
の
発
送
に
よ
っ
て
も
反
応
の
な
い

方
へ
は
、
③
臨
戸
訪
問
を
実
施
し
ま
す
。

随
時
行
う
こ

と
も
多
い
の
で

す
が
、
催
告
書

と
連
動
し
例
年

10
月
、
２
月
と

４
月
に
行
い
ま

す
。
実
績
で
は
10
月
（
１
０
９
件
）、
２
月

（
74
件
）
と
、
こ
ち
ら
も
昨
年
に
比
べ
４
割

ほ
ど
減
っ
て
い
ま
す
。
対
象
者
と
直
接
話
す

こ
と
で
納
付
へ
の
相
談
に
つ
な
が
る
こ
と
を

期
待
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
不
在
の
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場

合
は
一
定
期
限
ま
で
に
連
絡
を
す
る
よ
う
に

手
紙
を
置
い
て
お
き
ま
す
。
連
絡
の
あ
る
方

が
多
い
の
で
す
が
、
全
く
反
応
の
な
い
方
も

い
て
困
っ
て
い
ま
す
。

■
国
税
徴
収
法
に
よ
る
強
制
徴
収

全
く
反
応
の
な
い
方
や
、
約
束
し
た
納
付

を
さ
れ
な
い
方
々
に
は
、「
国
税
徴
収
法
」

に
基
づ
く
強
制
徴
収
を
行
い
ま
す
。

「
国
税
徴
収
法
」は
、と
て
も
怖
い
法
律
で
、

先
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
「
自
立

執
行
権
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
裁
判
所
の

判
断
な
し
に
徴ち

ょ
う
ぜ
い
り
い
ん

税
吏
員（
徴
収
専
門
の
職
員
）

が
直
接
、
調
査
・
捜
索
・
差
押
が
可
能
で
す
。

○
綿
密
な
調
査
を
行
い
ま
す

滞
納
処
分
の
基
本
は
調
査
で
す
。
ま
ず
、

④
金
融
機
関
へ
預
金
の
残
高
、
資
金
の
流
れ

を
一
斉
に
調
査
し
、差
押
え
し
ま
す
。
ま
た
、

預
金
が
な
い
場
合
な
ど
は
、
⑤
職
場
の
給
与

担
当
者
へ
給
与
額
、
過
去
３
カ
月
の
支
払
い

状
況
を
調
査
し
、
差
押
可
能
な
部
分
に
つ
い

て
差
押
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
④

と
⑤
を
並
行

し
て
進
め
る

こ
と
も
あ
り

ま
す
し
、
⑤

は
直
接
職
場

へ
訪
問
す
る

税金を納めいないと
どうなるの？

【問い合わせ】
町税金対策室
☎ 73-7506

納
期
限

①
督
促
状

②
催
告
書

③
臨
戸
訪
問

④
預
金
調
査

⑤
給
与
調
査

差
押
（
強
制
徴
収
）

差
押
（
強
制
徴
収
）

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
町
で
は
昨
年
度
２
４
２

件
の
預
金
調
査
を
し
、
23
件
の
給
与
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
預
金
の
差
押

は
38
件
、
給
与
の
差
押
は
３
件
、
売
掛
金
や

還
付
金
な
ど
を
含
め
総
計
81
件
の
差
押
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
差
押
は
現
在
も
進
行
し
て

い
ま
す
。
４
月
中
に
は
総
計
１
０
０
件
を
超

え
る
見
込
み
で
す
。

○
現
金
が
な
け
れ
ば
、
動
産
・
不
動
産
へ

こ
こ
ま
で
来
て
、
納
税
の
相
談
に
つ
な
が

ら
な
い
方
は
極
め
て
少
数
で
す
。

差
押
え
る
預
金
な
ど
も
な
く
、
給
与
・
年

金
な
ど
も
少
額
で
差
押
が
出
来
な
い
場
合

は
、⑦
動
産
（
ク
ル
マ
な
ど
）
や
不
動
産
（
土

地
・
建
物
）
の
差
押
を
行
っ
て
、
⑧
そ
れ
ら

を
売
却
す
る
こ
と
で
強
制
的
に
徴
収
し
ま
す

○
あ
る
朝
、
突
然
、
ク
ル
マ
を
差
押
え
ま
す

差
押
の
前
に
は
、
⑥
最
後
通
告
と
し
て
予

告
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
主
納
付

の
最
後
の
機

会
を
与
え
る

た
め
で
す
。

た
だ
し
、
動

産
の
場
合
に

は
、
そ
れ
ら

を
隠
す
可
能

性
が
あ
る
た

め
予
告
は
行

⑥
差
押
執
行
差
押
予
告

⑦
差
押

⑧
財
産
処
分

⑨
換
価
（
強
制
徴
収
）

相
談
・
納
税

な
い
ま
せ
ん
。
特
に
ク
ル
マ
の
場
合
は
簡
単

に
移
動
が
で
き
る
の
で
予
告
は
一
切
な
く
、

あ
る
朝
突
然
、
徴
税
吏
員
２
人
が
タ
イ
ヤ

ロ
ッ
ク
を
車
の
ホ
イ
ー
ル
に
か
け
て
、
対
象

者
が
家
か
ら
出
て
く
る
の
を
待
つ
と
い
う
状

況
に
な
り
ま
す
。
車
に
は
大
き
な
張
り
紙
が

さ
れ
、
周
り
か
ら
は
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か

一
目
瞭
然
で
す
。
ち
な
み
に
栗
山
町
に
は
タ

イ
ヤ
ロ
ッ
ク
が
２
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
１
つ

を
ご
主
人
、
２
つ
目
を
奥
様
の
車
へ
と
い
っ

た
使
い
方
も
可
能
で
す
。

○
公
売
に
よ
り
現
金
化

こ
う
し
て
、
不
動
産
な
ど
の
⑦
差
押
が
完

了
し
、
⑧
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
や
業
者
間

売
買
に
て
⑨
換
価
（
お
金
に
か
え
る
）
さ
れ
、

未
納
税
金
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

以
上
が
、
国
税
徴
収
法
に
よ
る
滞
納
処
分

の
流
れ
で
す
。
こ
う
な
ら
ぬ
よ
う
、
未
納
税

が
あ
る
場
合
は
、
早
め
に
相
談
く
だ
さ
い
。

景
気
低
迷
、
雇
用
不
安
な
ど
で
所
得
水
準

が
下
が
り
、
納
税
環
境
は
ど
ん
ど
ん
悪
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
も
、
多
く
の

皆
さ
ん
は
生
活
を
切
り
詰
め
納
税
さ
れ
て
い

ま
す
。

未
納
が
出
て
し
ま
っ
た
方
で
も
、
税
金
対

策
室
に
相
談
し
、
月
々
の
分
納
で
未
納
税
を

解
消
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
方
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
催
告

な
ど
に
対
し
全

く
無・

・

・

反
応
な
方

や
、
約
束
の
納

付
を
全
く
実
行

し
な
い
方
も
い

ま
す
。　

「
税
負
担
の

公
平
性
」と
は
、

単
純
に
「
納
め
た
、
納
め
な
い
」
で
判
断
は

で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
徴
税
吏
員
は
、
未
納

税
を
解
消
す
る
た
め
、
コ
ツ
コ
ツ
と
毎
月
数

千
円
を
支
払
う
方
を
知
っ
て
い
ま
す
。
一

方
、
催
告
や
呼
び
出
し
に
応
じ
ず
、
資
産
を

持
ち
な
が
ら
税
負
担
を
拒
む
者
を
知
っ
て
い

ま
す
。
預
金
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
て
も
、
ま

る
で
口
座
振
替
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
無
反
応

の
者
も
知
っ
て
い
ま
す
。

「
納
め
た
、
納
め
な
い
」
で
は
な
く
「
住

民
負
担
を
と
も
に
支
え
る
意
思
の
あ
る
な

し
」
な
の
で
す
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
、
平
等

な
税
負
担
で
支
え
合
う
も
の
で
す
。　
　

後
者
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
徴
税
吏
員
は

国
税
徴
収
法
に
基
づ
き
、
徹
底
し
た
強
制
徴

収
を
こ
れ
か
ら
も
行
い
ま
す
。
特
別
な
手
法

で
は
な
く
、「
法
律
に
従
っ
て
や
る
べ
き
仕

事
を
き
ち
ん
と
す
る
」
と
い
う
滞
納
整
理
を

粛
々
と
進
め
る
だ
け
で
す
。

▪
日
曜
納・

・

・

・

税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

町
で
は
４
月
か
ら
第
４
日
曜
日
の
午
前
中

を
「
納
税
相
談
窓
口
」
と
し
て
、
未
納
税
の

相
談
を
開
始
し
ま
す
。
滞
納
処
分
を
回
避
す

る
た
め
に
、
自
主
的
な
相
談
を
受
け
付
け
し

ま
す
。
な
お
事
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
こ
と

で
、
他
の
方
と
の
重
複
を
避
け
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
は
ご
連
絡
を
く
だ
さ
い
。

○
ま
ず
は
お
電
話
を
！

町
税
金
対
策
室
☎
�
７
５
０
６

★
コ
ン
ビ
ニ
納
付
が
増
え
て
い
ま
す

昨
年
か
ら
始
ま
っ
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
の
納
税
は
、
24
時
間
、
全
国
ど

こ
の
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
め
ら
れ
る
の
で
好

評
で
す
。
平
成
24
年
度
の
実
績
で
は
お
よ

そ
５
０
０
０
件
利
用
さ
れ
、
金
額
に
し
て

７
千
万
円
超
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

★
日
曜
出・

・納
窓
口
は
廃
止
し
ま
す

コ
ン
ビ
ニ
納
付
が
堅
調
で
、
役
場
の
日
曜

出
納
窓
口
の
利
用
件
数
が
減
っ
た
こ
と
か

ら
、
日
曜
出
納
窓
口
は
４
月
よ
り
廃
止
し
ま

す
。
住
民
票
な
ど
の
日
曜
窓
口
は
引
き
続
き

行
わ
れ
ま
す
が
、
税
な
ど
の
支
払
い
は
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
コ
ン
ビ
ニ
納
付
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

★
口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

税
金
の
納
付
方
法
を
調
べ
て
み
る
と
、
栗

山
町
の
場
合
は
、
そ
の
50
％
以
上
が
口
座
振

替
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
口
座
振
替
の
良
い

と
こ
ろ
は
、
窓
口
に
出
向
く
こ
と
な
く
納
税

で
き
、
納
め
忘
れ
が
な
い
こ
と
で
す
。
納
期

ご
と
に
確
実
に
収
納
さ
れ
る
た
め
安
定
的
な

収
納
方
法
と
し
て
町
で
も
推
進
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
平
成
25
年
度

の
課
税
も
５
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
４
月
ま

で
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

徴
税
吏
員
は
滞
納
整
理
を

粛
々
と
進
め
ま
す
！

2021

差
押
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景観審議会委員
■協議内容　景観計画の審議など景観条例に定められた事項、その他景観づくりに関すること　
■公募人数　２人　（総委員数 10 人）　
■応募資格　町内に在住、在勤、または在学されている満 18 歳以上の方
■任　期　　平成 25 年６月１日～平成 27 年５月 31 日（２年間）
■会議等　　・年２回程度（平日の夜間開催を予定、２時間程度）、会議１回出席につき 4,000 円の謝礼
　　　　　　・この会議は原則公開となりますが、協議内容に個人情報が含まれる場合は非公開となります。
■申込期間　４月 15 日（月）～５月 10 日（金）必着
■申込先・問い合わせ　町建設水道課技術グループ　☎ 73-7513　FAX72-6355
　　　　　　　　　　　Ｅメール gijutsu-g@town.kuriyama.hokkaido.jp

■応募資格　３機関以上の町の審議会・委員会などの委員になっている方は応募できません。
■応募方法　・専用の申込書に必要事項を記入し、下記申込先まで提出してください。
　　　　　　・申込書は下記申込先でお渡ししますが、町ホームページからもダウンロードできます。
■決定方法　申込書による書類選考および面談　＊申込書は返却しません。

「情報共有」と「町民参加」のまちづくりを目指します。

みんなで参加！まちづくり

まちづくり審議会・委員会【委員の公募】
町では、町民参加の機会を広げるため、各種審議会・委員会などの公募を推進しています。

info

社会教育委員
■協議内容　社会教育事業に関する諸計画の立案、諮問に応じた意見・提案、研究調査活動　
■公募人数　１人　（総委員数 15 人）
■応募資格　町内に在住、在勤、または在学されている満 18 歳以上の方
■任　期　　第１回会議の日（４月下旬）～平成 27 年３月 31 日（約２年間）
■会議等　　・年４回程度（平日の夜間開催を予定）、会議１回出席につき謝礼 4,000 円
　　　　　　・この会議は原則公開となります。
■申込期間　４月１日（月）～４月 12 日（金）必着
■申込先・問い合わせ　町教育委員会社会教育グループ　☎ 72-1117　FAX72-6522
　　　　　　　　　　　Ｅメール syakaikyouiku-g@town.kuriyama.hokkaido.jp

スポーツ推進委員
■協議内容　社会体育事業の企画・運営に関すること
　　　　　　【主な予定事業】　歩けあるけ運動（５月）、ウォークラリー（６月）、スイミングフェスティバル（７月）
　　　　　　　　　　　　　　ファミリースポーツフェスティバル（９月）、レクリエーションのつどい（10 月）
■公募人数　１人　（総委員数 12 人）
■応募資格　町内に在住、在勤、または在学されている満 18 歳以上の方
■任　期　　第１回会議の日（４月下旬）～平成 27 年３月 31 日（約２年間）
■会議等　　・年 10 回程度の会議（平日夜間）とスポーツ事業への参画（休日日中）、１回出席につき 4,000 円の謝礼
　　　　　　・この会議は原則公開となります。
■申込期間　４月１日（月）～４月 12 日（金）必着
■申込先・問い合わせ　町教育委員会社会教育グループ　☎ 72-1117　FAX72-6522
　　　　　　　　　　　Ｅメール syakaikyouiku-g@town.kuriyama.hokkaido.jp

▲

本町の魅力ある景観づくりに向けた計画の策定など、景観条例
に定められた事項について調査し、審議する委員です。

青少年育成や自然体験教育、高齢者の生涯学習など、町の社会
教育事業に関する計画づくり、研究調査などを担う委員です。

▲

歩けあるけ運動、ウォークラリー、スポーツフェスティバルなど、
町の社会体育事業の企画・運営を担う委員です。

▲

Meeting

■協議内容　調理運搬や栄養改善、健康増進など学校給食に関すること、給食センターの運営に関することなど
■公募人数　３人　（総委員数 14 人）　
■応募資格　町内に在住されている満 18 歳以上の方で、任期中に小中学校在学中の児童生徒がいる方　
■任　期　　平成 25 年 5 月 1 日～平成 27 年３月 31 日（約２年間）
■会議等　　・年４回程度（平日の夜間開催を予定）、無報酬　・この会議は原則公開となります。
■申込期間　４月１日（月）～４月 25 日（木）必着
■申込先・問い合わせ　町教育委員会学校給食センター　☎ 72-0189　FAX72-6200
　　　　　　　　　　　Ｅメール gakkoukyouiku-g@town.kuriyama.hokkaido.jp

学校長、栄養教諭、学校医などで構成し、学校給食の調理
運搬や栄養の改善、健康増進について審議する委員です。

▲

学校給食センター運営委員会委員

共
通
事
項

栗山町自治基本条例
　　 ４月１日よりスタートします。

　昨年12月に提案された栗山町自治基本条例が、３月19日の町議会定例会で、全員
賛成により可決され、４月１日から施行されることとなりました。
　今後、町では、条例の基本原則である町民との「情報共有」と「町民参加」の充実により、
「ふるさとは栗山です。」と町民誰もが誇りを持てる自律したまちづくりを目指します。

～ ３月議会定例会にて、全員賛成で可決 ～

町民・議会・行政　みんなで進めるまちづくりのルール

●「情報共有」と「町民参加」で、町民が理解し、納得できる町政を推進

【町民の権利】
●町政について知る権利
●町政に参加する権利

【町民の役割】
●町政に関心を持ち、情報を
　得るよう努める。
●町政に参加し、意見などを
　伝えるよう努める。

【行政の責務】
●町政に関する情報を公開する。
　（予算説明書の全戸配布、説明会などの充実）
●町民が参加できる機会を充実し、その意見
　などを尊重した町政を進める。
　（まちづくり懇談会、職員による出前型懇談会、
　  審議会・委員会などの委員公募の推進など）

【議会の責務】
●行政の進める仕事を監視するとともに、
　必要な政策などを提案する。
●議会で決定した内容、審議の経過などを
　町民に分かりやすく公開する。
   （議会報告会、インターネット中継など）
●議会の活動に町民が参加できるようにする。
　( 一般会議、議会モニター制度など）

※詳しくは、全世帯に別に配布しているパンフレットをご覧ください。
    【問い合わせ】 町経営企画課地域政策グループ　☎ 73-7502　　　　　


